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学校関係の異動 【敬称略】 

◇桜小学校  着任【校長】山田 賢治 

         （塩浜小学校から） 

       離任【校長】東 せい 

         （退職） 

       着任【教頭】後藤 良介 

（楠小学校から） 

       離任【教頭】加藤 浩之 

（役職退職） 

◇桜台小学校 着任【校長】草川 誠 

         （教育委員会指導課から） 

       離任【校長】神谷 敦巳 

         （橋北小学校へ） 

◇桜中学校  着任【教頭】川村 孝次郎 

         （県教育委員会から） 

       離任【教頭】加納 博之 

         （南中学校へ） 

桜地区市民センター職員の異動 

◇お世話になります◇ 

【窓口主任】 熊谷 花菜 

（行財政改革課から） 

【会計年度任用職員】 諸岡 真由美 

（日永地区市民センターから） 

坂倉 ゆかり 

（水沢地区市民センターから） 

◇お世話になりました◇ 

【窓口主任】 稲葉 千明 
（水沢地区市民センターへ） 

【会計年度任用職員】 伊藤 知佳 
（水沢地区市民センターへ） 

中川 順子 
（水沢地区市民センターへ） 

 

 
 

介護予防ボランティア 四日市市ヘルスリーダーの会による 
申込み不要 

参加費不要 イキイキ教室
◇日  時：4 月 2５日（金） 13：30～15：00 

◇場  所：桜地区市民センター ２階 大会議室 

◇内  容：介護予防の運動・レクリエーション 

      ～ストレッチ・筋トレ・脳トレ・ゲーム・歌・リズム体操 

・ミュージックベルなど～ 

◇対  象：おおむね 65 歳以上の市民の方 

◇持 ち 物：タオル・飲み物・必要に応じマスク 

※動きやすく、体温調節しやすい服装でお越しください。 

◇問合せ先：四日市市役所 高齢福祉課 ３５４－８１７０ FAX ３５４－８２８０ 

※体調の悪い方は参加をお控えください。 

※参加される方は、感染症予防にご協力ください。 

※各種感染症の流行状況や、天候・災害などにより警報が発令された場合には、中止

または日程を変更することがありますので、ご了承ください。 

動物駆逐用煙火（T-3）の適切な使用について 
 

動物駆逐用煙火（T-3）を使用する際には、以下のことに注意してください。誤った使用を 

すると、火事や事故の原因となります。 

・動物の駆逐（追い払い）以外には絶対に使用しない。 

・使用前に製品に破損がないか確認する。 

・必ず専用ホルダーに入れて使用する。 

・専用ホルダーのゴムは、切り取らずに使用する。 

・発射時、筒口は上に向ける。 

・至近距離で硬いもの（樹木等）に向かって発砲しない。 

・一度暴発したホルダーは絶対に使用しない。 

【問合せ先】四日市市役所 農水振興課 ３５４－８１８２ 
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おしらせ さくらは、『さくらコム』の市民センターのページでもご覧いただけます。 

桜地区に在住の縄文時代大好きな人達集まれー  会費無料！ 

「三重県の縄文時代を楽しく学ぼう会」を作りませんか？  

初会合です！ 美しい穏やかな縄文時代！  あなたの知的好奇心を磨き現代に 

生かす話をしませんか？どなた様でも年齢問わず御参加頂けます。  

三重県内には縄文遺跡が沢山あります。 

 

場 所：桜地区市民センター １階 和室 

日 時：５月２４日 土曜日 １０：００集合です。 

当 日：旧石器時代～弥生時代の DVD を３３分間ご覧いただきます。 

申込先：川北まで（お名前と電話番号教えてください。） 

    メール tk0603tkjp@m6.cty-net.ne.jp  まで 

※当日でも受付の上御参加になれます。  QR コードでも申込できます 

 

主 催：仮称 三重県の縄文時代を学ぼう会 

イベント共催 桜地区市民センター 
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          ４月３０日(水)です 

固定資産税・都市計画税 

（ 第 １期 ）        
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地域のみなさんが取り組む 自主防犯活動を応援します！ 
～令和７年度 四日市市地域防犯活動支援事業補助金のご案内～ 

地域のみなさんが取り組む防犯パトロールや子どもの見守り活動などを対象に、その

活動に使用する物品の購入に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。 

■対象者    防犯パトロールや見守り活動を実施する団体のうち、 

「四日市市自主防犯団体登録届」を提出した自主防犯団体（個人は対象外） 

■補助対象経費 活動に必要となる防犯用具の購入や、研修会の開催にかかる経費 

■補助額    補助対象経費（税込）の９／10 以内（上限 10 万円） 

        ※ただし、青色回転灯を用いた防犯パトロールに限り、ドライブレコーダ

ーにかかる経費の補助上限額は、1 台につき 1 万円 

■応募締切   令和７年６月３０日（月） 

■申請方法   お近くの地区市民センターに、 

所定の申請書類を提出 

※ 詳細は市民協働安全課まで、お問い合わせください 

■問合せ先：四日市市役所 市民協働安全課 ３５４－８１７９ 

２４日（木）桜花台コミュニティセンター １０：１０～１１：１０ 

２５日（金）智積公会所第二駐車場    １０：１０～１０：５０ 

桜ヶ丘公園          １１：００～１１：３０ 

桜台二丁目３号公園      １３：３０～１４：１０ 

桜台一丁目１号公園      １４：２０～１５：１０ 

 

 

小学校 給食パートを募集（５月上旬からの勤務です） 

塩浜小学校・羽津小学校・下野小学校・笹川小学校・水沢小学校・楠小学校・高花平小学校 

◇募集職種 ＝ 小学校給食調理員（給食パート） 

◇業務内容 ＝ 給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など  

 ◇勤 務 日 ＝ 給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間 ＝ 塩浜小学校   ８：４０～１５：２５（労働時間６時間） 

        下野小学校   ８：４５～１５：３０（労働時間６時間） 

水沢小学校   ８：１５～１５：００（労働時間６時間） 

高花平小学校 １０：３０～１５：１５（労働時間４時間） 

上記以外の学校 ８：３０～１５：１５（労働時間６時間） 

◇時 間 給 ＝ １，１９０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇そ の 他 ＝ 羽津小学校及び笹川小学校勤務の場合、他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市

内小学校に勤務することがあります。高花平小学校を除き、社会保険加入あり。 

 ◇申し込み ＝ 応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話のうえ、履歴書を

提出してください。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期間 ＝ ４月７日（月）～４月３０日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのマイナンバーカードの申請をサポートします！ 
マイナンバーカードの申請の仕方がわからない方やカードの更新時期を迎える方などに、市内商業

施設において、マイナンバーカードの申請サポートを実施します！ 

予約不要ですので、この機会にぜひご利用ください！ 

 

【持ち物】ID 付マイナンバーカード交付申請書、通知カードなどマイナンバーがわかるもの 

 

 

 

 

 

◆マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表（令和７年４月分） 

日 程 場 所 受付時間 

４月１９日（土） 日永カヨー 

【１階中央広場】 
10:00〜18:00 

２０日（日） 

  ２６日（土） アピタ四日市店 

【２階休憩スペース（西側エスカレーター付近）】   ２７日（日） 

◆マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表（令和７年５月分） 

曜 日 場  所 受付時間 

５月２４日（土） イオンモール四日市北 

【１階専門店通路】 
10:00〜18:00 ２５日（日） 

  ３１日（土） イオンタウン四日市泊 

【１階中央イベント広場】 

【問合せ先】マイナンバーカードセンター ０１２０－０００－３９６ 

・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い 

・インターネットでの申請のお手伝い 

・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け（無料） 

・交付申請書送付用封筒(切手不要)のお渡しなど 

 

サ
ポ
ー
ト
内
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四日市市自動通話録音警告機補助金のご案内 
 
四日市市では、令和５年度から、特殊詐欺や悪質な電話勧誘等からの被害を未然に防止するため、 

満６５歳以上の方を対象として、自動通話録音警告機の購入費の一部を補助する制度を設けました。 

令和７年度は、４月１日から受付を開始しました。 

なお、補助金を受けるためには、必ず、自動通話録音警告機の購入前に補助金の交付申請を行ってくだ

さい。購入後の申請はできませんので、ご注意ください。 

■補助対象者 市内に住所があり、かつ居住している満６５歳以上の方（１世帯あたり１台まで） 

■補助対象となる機器 自宅の固定電話へ外付けする自動通話録音警告機 

※電話機の呼び出し音が鳴る前に、相手に対し、通話内容を録音する旨のメッセージを 

流し、自動で通話内容を録音する機能を有するものであること 

※自動通話録音警告機機能付き固定電話機については、補助対象外です。 

■補助金の額 自動通話録音警告機の購入金額（税込）の２分の１（上限７,０００円） 

      ※設置費用や送料については、補助対象外です。 

      ※１,０００円未満の端数は切り捨てます。 

      ※クーポンやポイントを利用した場合、利用分は差し引きます。 

■申 請 期 間 令和７年４月１日から令和８年１月 3０日まで 

■補助金の申請先 市民・消費生活相談室（四日市市役所１階） ※郵送可 

    ※お近くの地区市民センターでもご提出いただけます。 

■そ の 他 補助金交付申請書等の記載内容に修正が必要になった場合は、修正箇所に二重線を引き、 

      修正のうえ、ご提出ください（請求書の請求金額の訂正はできません）。 

■問 合 せ 先 四日市市役所 市民・消費生活相談室 ３５４－８１４７ FAX３５４－８４５２ 


